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笠松町介護保険事業者における事故発生時の報告に関する要領 

平成19年５月21日訓令甲第26号 

改正 令和元年８月30日訓令甲第４号 

令和３年３月31日訓令甲第３号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）、指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準（平成11年厚生省令第38号）、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令

第37号）、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）、

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）、

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）、指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）、

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚生労働省令第５号）及び

笠松町訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定

める要綱（平成29年笠松町告示第62号）（以下「基準」という。）の規定により、介護保険指定

事業者（以下「事業者」という。）が原則、町の介護保険被保険者を対象としたサービス提供中

に事故が発生した場合又は町内に所在する事業者の事業所若しくは施設において事故が発生した

場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。 

（事業者のとるべき措置） 

第２条 事業者は、基準に基づき発生した事故の状況等を速やかに町長へ報告するとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

（事故の対象） 

第３条 報告の対象となる事故は、利用者又は入所（入院）者（以下「利用者等」という。）に対

して発生した事故で、次のとおりとする。 

(１) 利用者等がサービス提供事業所内又はサービス提供施設内にいる間に発生した事故 
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(２) 利用者等がサービス（送迎、通院及びレクリエーション中を含む。）を受けている間に発

生した事故 

(３) 利用者等が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている間に発生した事故 

（事故の範囲） 

第４条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当す

るものをいう。 

(１) 死亡に至った事故又は医師（施設の勤務医及び配置医を含む。）の診断を受け、投薬、処

置等何らかの治療が必要となった事故が発生した場合 

(２) 食中毒、感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第６条第２項、第３項、第４項及び第５項に規定するものをいう。）又は結核が発

生した場合 

(３) 事業者と利用者等又は利用者等の家族等の関係者との間で、問題が生ずる可能性がある事

故が発生した場合 

(４) 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題

となる可能性がある場合 

(５) 法人役員・職員（従事者）の法令違反その他不祥事等（利用者からの預り金の横領、個人

情報の紛失等） 

(６) 震災、風水害、火災又はこれに類する災害 

(７) 虐待案件（疑いがあるものを含む。） 

(８) 入所者等の行方不明 

(９) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合 

（報告） 

第５条 事業者は、事故発生時、事故処理等の進捗状況に応じ、次の各号に掲げる報告を町長へ行

うものとする。 

(１) 事故発生後、事故発生状況等について速やかに介護保険事故報告書（様式）を提出するも

のとする。 

(２) 事故処理が長期化する場合にあっては、途中経過等を電話又はファックスで適宜報告する

こと。 

(３) 問題が解決し、事態が終結した場合、そのてん末及び結果等を介護保険事故報告書（様式）

により提出するものとする。 
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（町の措置） 

第６条 事故の報告を受けた町長は、その状況を把握するとともに当該事故の発生した事業者の対

応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。 

(１) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導 

(２) 発生した事故が、岐阜県又は岐阜県国民健康保険団体連合会等において対処することが必

要と判断した場合は、岐阜県又は岐阜県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調

整 

（事故対策） 

第７条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めな

ければならない。 

(１) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員（従事者）への

周知 

(２) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策 

(３) 前２号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成19年６月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月30日訓令甲第４号） 

この訓令は、令和元年９月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日訓令甲第３号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 


